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坂下地区みなみ号運行対象範囲の拡大及びＡＩ予約システムの導入について 

 

１ 概 要 

 (1) 予約型乗合タクシーみなみ号の利用対象範囲であり、高齢化率が高い坂下地区

（世帯協力金納入地域）において、乗降停留所を地区居住者の自宅付近まで増設

し、移動に制約を抱える高齢者等の移動支援の役割を強化する。 

 (2) あわせて、みなみ号の利用対象範囲を久慈町の一部まで拡大し、当該地域住民

の利便性向上及び利用者増による運営の安定化を図る。 

 

２ 運行方針 

 (1) 具体内容 

  ア 運行対象範囲拡大 

    現在、既存公共交通が不便で、みなみ号の対象範囲拡大による支援の効果が

見込まれる地域は、以下のとおり 

   (ｱ) 久慈団地 

   (ｲ) 行戸地区 

   (ｳ) 赤羽根団地 

   (ｴ) 石名坂・南高野地区 

    このうち、赤羽根団地、石名坂・南高野地区については、現在のみなみ号の

運行範囲外になっており、関係各所への手続きに時間を要することから、久慈

団地地区と行戸地区を拡大対象として取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 10 

みなみ号運行範囲 

みなみ号世帯協力金納入地域 

みなみ号利用拡大対象地域 
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イ 乗降停留所の追加設置 

(ｱ) 久慈団地地区、行戸地区周辺を拡大対象範囲とするため、この周辺に乗降停

留所を追加で設置する。 

(ｲ) さらに、これまで対象だった地域においても、より自宅から近い位置に乗降

停留所を設置することで、利便性向上を図る。 

  ウ AI予約システムの導入 

   (ｱ) 上記のとおり、乗降停留所を追加で設置することで、手動での利用予約管理

が難しくなることから、AI予約システムを活用して、利用予約管理を行う。 

(ｲ) AI予約システムを活用することにより、電話予約のほか、スマートフォンの

アプリ等でも予約が可能となる。 

(ｳ) なお、現在は、標柱がある乗降停留所のみ設置しているが、AI予約システム

を活用することで、標柱がない場所にも乗降停留所を設置でき、より自宅から

近い位置で乗車可能となるほか、利用直前の予約が可能となる予定 

【運行内容（想定）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 運行スケジュール 

時  期 内   容 

令和５年４月 現行のみなみ号運行（～９月末まで予定） 

令和５年４月～９月 AI予約システムの構築、運用準備、広報など 

令和５年10月～ AI予約システムを活用したみなみ号運行開始 

  ※AI予約システムの導入については、令和５年度、国の「デジタル田園都市国家構

想交付金（デジタル実装タイプ TYPE1）」に採択済（事業費の 1/2を補助） 

 


